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買
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規
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在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

「
売
春
防
止
法
」
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
条
は
「
何
人
も
、
売
春
を
し
、
又
は
そ
の
相
手
方
と
な
つ
て

は
な
ら
な
い
。
」
と
し
、
売
春
及
び
買
春
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
法
で
は
、
売
春
の
相
手
方
に
な
る
よ
う
に
勧
誘
す

る
こ
と
や
誘
引
す
る
こ
と
等
売
春
に
係
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
買
春
を
行
っ
た
者
（
第
三
条
違
反
）
に
対
す
る
罰
則

は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
「
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
」
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
三
条
の
二
で
は
、
十
八
歳
未
満
の
者
（
児
童
）
に
対
す
る
買
春
が
禁
止
さ

れ
、
同
法
第
四
条
は
児
童
買
春
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

売
春
防
止
法
に
お
い
て
、
買
春
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。 

二 

政
府
は
、
十
八
歳
以
上
の
者
に
対
し
買
春
を
行
っ
た
者
に
対
し
罰
則
を
科
す
必
要
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
。 

三 

政
府
は
、
十
八
歳
以
上
の
者
に
対
し
買
春
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が

生
じ
る
と
考
え
る
か
。 



 

２ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


